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相談は無料ですが予約が必要です。定員になり次第締め切ります。年金請求の相談が優先となります。

税チャンネル
お問い合わせ　税務課 滞納整理係 ☎ 0986-76-8804

８月は「県下一斉国保税滞納整理強化月間」です

◎
国
民
健
康
保
険
税
と
は
？

　

国
民
健
康
保
険
税
は
加
入
者

（
被
保
険
者
）
の
病
院
受
診
に
と

も
な
う
医
療
費
等
を
賄
う
た
め
、

加
入
者
に
負
担
い
た
だ
く
市
税

で
す
。
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

た
月
分
か
ら
計
算
さ
れ
、
世
帯

の
所
得
や
加
入
者
（
被
保
険
者
）

数
に
よ
っ
て
負
担
い
た
だ
く
税
額

が
異
な
り
ま
す
。
世
帯
主
の
方
の

国
保
加
入
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、

世
帯
主
が
納
税
義
務
者
と
な
り

ま
す
。
国
民
健
康
保
険
制
度
は
、

健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
を
除

く
、
す
べ
て
の
方
々
に
加
入
い
た

だ
く
も
の
で
す
。

　

国
保
加
入
の
届
出
が
遅
れ
る

と
納
期
毎
の
税
負
担
額
も
大
き

く
な
り
ま
す
。

◎�

国
保
税
滞
納
整
理
強
化
月

間
と
は
？

　

国
保
税
は
国
民
健
康
保
険
制

度
を
支
え
る
貴
重
な
財
源
で

す
。
鹿
児
島
県
と
県
内
の
市

町
村
で
は
、
毎
年
８
月
と
12
月

を
「
県
下
一
斉
国
保
税
滞
納
整

理
強
化
月
間
」
と
し
て
国
保
税

の
収
納
対
策
を
強
化
し
て
い
ま

す
。
曽
於
市
で
も
収
納
率
向
上

の
た
め
、
催
告
書
な
ど
の
送
付
、

預
貯
金
や
給
与
な
ど
の
財
産
調

査
、
差
押
え
な
ど
の
滞
納
処
分

を
強
化
し
ま
す
。

令和 6 年度　国民健康保険税　納期一覧
月別 期別 納期限日
6 月 第 1期 令和６年	 ７月	 １日
7月 第 2期 令和６年	 ７月	31 日
8月 第 3期 令和６年	 ９月	 ２日
9月 第 4期 令和６年	 ９月	30 日
10月 第 5期 令和６年	10 月	31 日
11月 第 6期 令和６年	12 月	 ２日
12月 第 7期 令和６年	12 月	25 日
1月 第 8期 令和７年	 １月	31 日
2月 第 9期 令和７年	 ２月	28 日
3月 随 1期 令和７年	 ３月	31 日

日　　　程 時　　　間 場　　　所 予　約　先

8 月 14 日（水） 午前 9 時 30 分～
午後 3 時 30 分

末吉本庁
３階　第３委員会室

市民環境課 国民年金係
☎ 0986-76-8805

鹿屋年金事務所による出張年金相談

相談は無料ですが予約が必要です。定員になり次第締め切ります。年金請求の相談が優先となります。

　障害年金は病気や事故によって生活や仕事な
どが制限されるようになった場合に、生活を支
えるため、現役世代の方も含めて受け取ること
ができる年金です。視覚障がいや肢体不自由な
どの障がいだけでなく、心疾患や呼吸器疾患な
どの内部疾患、統合失調症などの精神の障がい
なども対象になります。障害者手帳を持ってい
ない場合でも受給要件を満たしていれば受給で
きます。

国民年金
のはなし 障害年金について

※はじめに音声ガイドが応対します

【財部支所】地域振興課 市民環境係	 ☎ 0986-72-0934
【鹿屋年金事務所】	 ☎ 0994-42-5121

【本　　庁】市民環境課 国民年金係 ☎ 0986-76-8805
【大隅支所】地域振興課 市民環境係 ☎ 099-482-5923

初診日（障がいの原因となった病気やけがで初めて病
院を受診した日）に加入していた年金制度によって受
給する種類が違ってきます。

障害年金には
「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります！

国民年金（基礎年金） 厚生年金

職　業 自営業者・
専業主婦(夫)　など 会社員・公務員　など

受け取る
年金は？

障害基礎年金
1級・２級

障害基礎年金 1 級・2級
障害厚生年金 1級・2級・3級

手続き窓口 市役所窓口または
年金事務所 年金事務所

�

◎�

国
保
税
に
滞
納
が
あ
る
と

ど
う
な
る
の
？

国
民
健
康
保
険
の
保
険
証
は
、

通
常
８
月
か
ら
翌
年
の
７
月
ま

で
１
年
間
の
有
効
期
間
と
な
っ

て
い
ま
す
。
過
年
度
（
令
和
５

年
度
以
前
）
分
の
国
保
税
が
滞

納
と
な
っ
て
い
る
場
合
は
、
通

常
の
保
険
証
を
交
付
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
し
納
税

相
談
を
行
い
、
計
画
ど
お
り
に

分
割
納
付
す
る
こ
と
で
、
完
納

ま
で
の
間
、
有
効
期
限
を
原
則

１
カ
月
と
す
る
保
険
証
が
交
付

さ
れ
ま
す
。

滞
納
は
放
って
お
か
ず
に

税
務
課
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。


